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愛知県個人情報保護審議会答申の概要 

 

答申第 219 号（ 諮問第 243 号）  

件名： 警察安全相談等・ 苦情取扱票の一部開示決定に関する 件 

 

１  開示請求 

  令和 5 年 1 月 18 日 

２  原処分 

  令和 5 年 2 月 1 日（ 一部開示決定）  

  愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） は、 審査請求人に係る 別表の 1 欄に掲

げる 文書に記録さ れた保有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の一部開示

決定において、 同表の 2 欄に掲げる 部分を 不開示と し た。  

３  審査請求 

  令和 5 年 2 月 9 日 

  原処分の取り 消し を 求める 。  

４  諮問 

  令和 5 年 3 月 17 日 

５  答申 

  令和 6 年 2 月 28 日 

６  審議会の結論 

  処分庁が、 本件保有個人情報の一部開示決定において、 警部補以下の階級にある 警

察職員の氏名に係る 部分及び職員番号を 不開示と し たこ と は妥当である が、 開示請求

者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分については、 開示すべき である 。  

７  審議会の判断 

( 1)  判断に当たっての基本的考え方 

   愛知県個人情報保護条例（ 平成 16 年愛知県条例第 66 号。 以下「 条例」 と いう 。）

は、 第 1 条に規定さ れている と おり 、 実施機関の保有する 個人情報の開示を請求す

る 個人の権利を明ら かにし 、 も っ て県政の適正な運営を 図り つつ、 個人の権利利益

を 保護する こ と を 目的と し て制定さ れたも のであり 、 原則開示の理念のも と に解

釈・ 運用さ れなければなら ない。  

当審議会は、 自己に関する 保有個人情報の開示を 請求する 権利が不当に侵害さ れ

る こ と のないよ う 、 原則開示の理念に立って条例を 解釈し 、 以下判断する も のであ

る 。  

 ( 2)  本件保有個人情報について 

   本件保有個人情報は、 審査請求人が、 母親の居場所が分かっ たので確認し て欲し

い旨の相談を 特定年月日に A 警察署にし たこ と で作成さ れた警察安全相談等・ 苦情
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取扱票であり 、 処分庁は、 こ のう ち別表の 2 欄に係る 部分を同表の 3 欄に掲げる 理

由によ り 不開示と し ている 。  

 ( 3)  条例第 17 条第 2 号該当性について 

  ア 条例第 17 条第 2 号は、 審査請求人以外の個人の権利利益を保護する 観点から 、

当該審査請求人以外の特定の個人を 識別する こ と ができ る も の（ 他の情報と 照合

する こ と ができ 、 それによ り 、 審査請求人以外の特定の個人を 識別する こ と がで

き る こ と と なる も のを 含む。） が含ま れている 保有個人情報については、 不開示と

する こ と を 定めたも のであり 、 併せて当該審査請求人以外の特定の個人を 識別す

る こ と はでき ないが、 開示する こ と によ り 、 なお審査請求人以外の個人の権利利

益を 侵害する おそれがある 情報が含ま れている 保有個人情報についても 不開示と

する こ と を 定めたも のである 。  

    そこ で、 こ の考え方に基づき 、 同号該当性について以下検討する 。  

  イ  警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る 部分について 

警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る 部分は、 開示請求者以外の個人

に関する 情報であっ て、 開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と ができ る も

のである こ と から 、 条例第 17 条第 2 号本文に該当する 。  

    そし て、 同号ただし 書ハは、 個人が公務員等である 場合において、 当該個人に

係る 情報がその職務の遂行に係る 情報である と き は、 当該情報のう ち、 当該公務

員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る 部分は開示する こ と と し てい

る が、 こ の例外と し て、 当該公務員等が規則で定める 職にある 警察職員である 場

合にあっ ては、 その職務の特殊性から 、 氏名を開示する こ と によ り 、 当該警察職

員の私生活等に影響を 及ぼす可能性が高いこ と から 、 当該公務員等の氏名に係る

部分を 除く こ と と し ている 。 こ の氏名を 不開示扱いと する 警察職員の範囲は、 知

事の保有する 個人情報の保護等に関する 規則（ 平成 17 年愛知県規則第 10 号） 第

8 条によ り 、 警部補以下の階級にある 警察官をも っ て充てる 職及びこ れに相当す

る 職にある 警察職員と 規定さ れている こ と から 、 警部補以下の階級にある 警察職

員の氏名に係る 部分は、 条例第 17 条第 2 号ただし 書ハに該当し ない。  

さ ら に、 同号ただし 書イ 及びロ に該当し ないこ と は明ら かである 。  

    よ っ て、 警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る 部分は、 条例第 17 条第

2 号に該当する 。  

  ウ  職員番号について 

    職員番号は、 職員の人事、 給与、 共済事務等に関する 広範なデータ を 管理する

ため、 職員ごと に付与さ れる 個人識別番号であり 、 開示請求者以外の個人に関す

る 情報であっ て、 開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と ができ る も のであ

る こ と から 、 条例第 17 条第 2 号本文に該当する 。  

    そし て、 同号ただし 書イ 、 ロ 及びハに該当し ないこ と は明ら かである 。  
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    よ っ て、 職員番号は、 条例第 17 条第 2 号に該当する 。  

  エ 開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分について 

    当審議会において開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分の内

容を 見分し たと こ ろ、 審査請求人以外の第三者と 警察職員と のやり と り 及び当該

第三者の具体的な発言内容が記載さ れており 、 こ れは、 開示請求者以外の個人に

関する 情報であっ て、 開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と ができ る も の

又は開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と はでき ないが、 開示する こ と に

よ り 、 なお開示請求者以外の個人の権利利益を侵害する おそれがある も のと 認め

ら れる こ と から 、 条例第 17 条第 2 号本文に該当する 。  

    し かし 、 同号ただし 書イ は、 法令等の規定や慣行によ り 開示請求者が知る こ と

ができ 、 又は知る こ と が予定さ れている 情報は、 開示し ても 社会通念上個人の権

利利益を 侵害する おそれがなく 、 仮に侵害する おそれがある と し ても 、 受忍すべ

き 範囲にと ど ま る と 考えら れる ので、 例外的に開示する こ と と し ている と こ ろ、

本件保有個人情報の開示部分には、 母親の居場所が分かっ たので確認し て欲し い

旨の審査請求人から の相談に対し て、 警察職員が調査を 行い、 その結果を 審査請

求人に伝えている こ と が記載さ れており 、 処分庁が不開示と し た開示請求者以外

の第三者に対する 措置が記載さ れた部分は、 審査請求人に伝える こ と が予定さ れ

ている も のと 認めら れる 。  

    よ っ て、 開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分は、 条例第 17

条第 2 号ただし 書イ に該当する こ と から 、 条例第 17 条第 2 号に該当し ない。  

 ( 4)  条例第 17 条第 8 号該当性について 

  ア 条例第 17 条第 8 号は、 県の機関又は国、 独立行政法人等、 他の地方公共団体若

し く は地方独立行政法人が行う 事務事業は、 公益に適合する よ う 適正に遂行さ れ

る も のである が、こ れら の事務事業に関する 情報の中には、開示する こ と によ り 、

当該事務事業の性質上、 その適正な遂行に支障を 及ぼすおそれがある も のが含ま

れる ため、 こ れら の情報が記録さ れた保有個人情報は不開示と する こ と を 定めた

も のである 。  

    そこ で、 こ の考え方に基づき 、 同号該当性について以下検討する 。  

  イ  処分庁によ れば、 警察が調査する に当たり 、 警察関係者以外の第三者から 意見

を聴取する こ と が必要と なる 場合がある と こ ろ、 こ のよ う な場合において、 第三

者から 聴取し た内容が開示さ れる と する なら ば、 調査において、 第三者が率直な

意見を 述べる こ と を 差し 控える こ と も 十分考えら れる 。 そう なれば、 事実関係の

把握が困難と なり 、 警察業務の適正かつ円滑な遂行に支障を 及ぼすおそれがある

と のこ と である 。  

    し かし 、 前記( 3) エで述べたと おり 、 本件において不開示と し た開示請求者以外

の第三者に対する 措置が記載さ れた部分には、 審査請求人に伝える こ と が予定さ
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れている 情報が記載さ れている と こ ろ、 こ れを審査請求人に開示し たと し ても 、

処分庁が主張する よ う な警察業務の適正かつ円滑な遂行に支障を 及ぼすおそれが

ある も のと は認めら れない。  

    よ っ て、 開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分は、 条例第 17

条第 8 号に該当し ない。  

    し たがっ て、 開示すべき である 。  

 ( 5)  審査請求人のその他の主張について  

審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のではない。  

 ( 6)  ま と め 

   以上によ り 、「 ６  審議会の結論」 のと おり 判断する 。  
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別表 

1 行政文書の名称 2 開示し な いこ と と

し た部分 

3 開示し ないこ と と し た根拠規定

及び当該規定を 適用する 理由 

警察安全相談等・ 苦

情取扱票（ 特定年月

日受理）  

 

警部補以下の 階級に

あ る 警察職員の 氏名

に係る 部分 

条例第 17 条第 2 号に該当 

警部補以下の階級にあ る 警察官を

も っ て充てる 職又はこ れに相当す

る 職にあ る 警察職員の氏名に係る

部分である ため 

職員番号 条例第 17 条第 2 号に該当 

開示請求者以外の個人に関する 情

報であっ て、開示請求者以外の特定

の個人を 識別する こ と ができ る も

の又は開示請求者以外の特定の個

人を識別する こ と はでき ないが、開

示する こ と によ り 、なお開示請求者

以外の個人の権利利益を 侵害する

おそれがある ため。  

開示請求者以外の 第

三者に 対する 措置が

記載さ れた部分 

条例第 17 条第 2 号に該当 

開示請求者以外の個人に関する 情

報であっ て、開示請求者以外の特定

の個人を 識別する こ と ができ る も

の又は開示請求者以外の特定の個

人を識別する こ と はでき ないが、開

示する こ と によ り 、なお開示請求者

以外の個人の権利利益を 侵害する

おそれがある ため。  

条例第 17 条第 8 号に該当 

警察安全相談等に係る 事務に関す

る 情報であっ て、開示する こ と によ

り 、相談業務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある ため。  

 

 

 


